
平
成
十
五
年
法
務
省
令
第
二
十
五
号

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
登
記
事
務
処
理
の
円
滑
化
の
た
め
の
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
及
び
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
号
）
の

施
行
に
伴
い
、
並
び
に
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
登
記
事
務
処
理
の
円
滑
化
の
た
め
の
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
登
記
事
務
処
理

の
円
滑
化
の
た
め
の
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
を
制
定
す
る
。

１
　
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
登
記
事
務
処
理
の
円
滑
化
の
た
め
の
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
三
条
第
二
項
の
送
付
に
要
す
る
費
用
は
、
郵
便
切
手
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
の
役
務
に
関
す
る
料
金
の
支
払

の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
証
票
で
あ
つ
て
法
務
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
で
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
指
定
は
、
告
示
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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